
平成27年12月1日

1 職員の任免及び職員数の状況
(1) 職員の採用

①平成２６年度に実施した新規職員採用試験の状況

②平成２６年度に実施した間企業等職務経験者を対象とした新規職員採用試験の状況

(2) 職員の離職

平成２６年度に離職した職員の状況（再任用職員を除く）

(3) 職員数の状況

①　職員総数 （各年度４月１日現在）

玉名市長　　髙嵜　哲哉

土木施行管理技士

4人

　玉名市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第２３号）の規定に基づき、

玉名市職員の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。

5人

3人

1人 1人

平成２６年度 ２０５人（２人）３２４人（０人）５２９人（２人）

女

３１３人（０人） ２０４人（０人）

男

区分 職種 受験者数 最終合格者数

大卒程度 36人

6人50人合　計

高卒程度

定年退職 勧奨退職 普通退職 その他

1人

21人

1人

大卒程度

社会福祉士 4人

平成２７年度 ５１７人（０人）

区分

職員数

3人

総数

11人 5人 2人

平成27年

４月１日

採用者数

3人

一般事務 14人 2人

3人行政

合計

注） 　（　　　）内数値は、再任用職員の数で、外数です。

区分

部門

議会

総務

税務

労働

農水

商工

土木

民生

衛生

計

教育

部門

教育

[６００]    

0

下水道

[０]  

0

16 17 1

517 ▲ 14

▲ 1

399

公営

企業

等会

計部

門

水道 11 10

その他 30 30

小計 57 57

小計 474 460 ▲ 14

61 ▲ 162

29 ▲ 2
412 ▲ 13

31

0

0

1

39 ▲ 4

▲ 7

▲１２人（▲２人）

② 部門別職員数の状況（各年度４月１日）

増減数

0

48
00

普通

会計

部門

一般

行政

部門

6 6

25 24

48

130

13

117116

平成２６年度 ２０５人（２人）３２４人（０人）５２９人（２人）

0

▲ 1

123

13

▲１１人（０人） ▲１人（▲２人）

平成２７年度 特記すべき増減理由

対前年

増減

43

平成２６年度

合計 531

[６００]　  



(注） １　職員数は一般職に属する職員数である。

２　[　　　　　]内は、条例定数の合計です。

○平成１８年４月１日から平成２６年４月１日における定員管理の数値目標及び実績

H１８ H２６

６８２人 ５３３人

６８２人 ５３１人

○平成２６年４月１日から平成２７年４月１日における定員管理の数値目標及び進捗状況

H２６ H２７

５３３人 ５２２人

５２９人 ５１７人

○平成２７年４月１日から平成２８年４月１日における定員管理の数値目標

H２７ H２８

５２２人 ５０４人

(注） この計画による職員数には、再任用職員及び教育長の数は含んでいません。

２ 職員の給与の状況

(1) 一般行政職員の級別職員数（平成２７年４月１日現在）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

主事 主事 主任 係長

課長補佐

課長 部長

技師 技師

技術主任

参事・主査

主幹 審議員

首席審議員

年度

年度

③ 定員管理の数値目標と進捗状況（各年度４月１日現在）

区分

計画期間内削減数

（　　　）内は達成率

▲１１人（１００％）

計画期間内削減数

（　　　）内は進捗率

計画数

実数

職務内容

計画数 ▲１８人

年度

標準的な

計画数

合計

▲１４９人（１００％）

▲１５１人（１０１．３％）

▲１２人（１０９．１％）

計画期間内削減数

実数

技師 技師

技術主任

参事・主査

主幹 審議員

首席審議員

３０人 ２５人 １１１人 １４１人 ４８人 ３６人 11人

(注）

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

(2) 職員の初任給の状況（平成２７年４月１日現在）

大学卒

短大卒

高校卒 　

高校卒

(2) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢（平成２７年４月１日現在）

平均年齢

玉名市

42.4歳

国 43.5歳

(注）

１　一般行政職員数とは、行政職の職員のうち、税務職、福祉職、保健師職等の職員を除いたものです。

４０２人職員数

区　　分

職務内容

平均給料月額 平均給与月額

一般行政職

１５４，８００円

１４２，１００円

区分

初任給

１７４，２００円

平均給料月額

一般行政職

技能労務職 １３９，５００円

328,318円 50.2歳

平均給与月額
平均年齢

298,437円 309,837円 46.3歳

408,996円

「平均給与月額」には、「扶養手当」、「管理職手当」、「地域手当」、「住居手当」等の毎

月支払われる手当を含んだ額です。

289,141円

技能労務職（調理員・用務員）

334,283円

323,113円 344,204円



(3) 職員の経験年数別、学歴別の平均給料月額（平成２７年４月１日現在）

大学卒

短大卒

高校卒

技能

労務

職

高校卒

(4) 職員の主な手当の種類と内容（平成２７年４月１日現在）

276,159円

267,300円

電車、バス等利用者・・・

負担している運賃に応じて最高５５，０００円

自動車等利用者・・・

使用距離に応じて最高３１，６００円

区分

369,218円

25年以上30年未満

335,385円

10年以上15年未満 15年以上20年未満

367,777円

239,005円 276,311円 326,525円

226,750円

20年以上25年未満

322,663円

294,110円

経験年数

391,208円

平成２６年度支給割合

―

同扶養手当

住居手当

借家・・・家賃額が月額１２，０００円を超える

場合、家賃額に応じて最高２７，０００円

―

―

配偶者・・・１３，０００円

国の制度と異なる内容

（１６歳から２２歳の子１人につき５，０００円加算）

―

同 ―

国の制度と異同

同

一般

行政

職

通勤手当

種類 内容及び支給月額

配偶者以外の扶養親族・・・各６，５００円

365,629円

330,050円

期別

６月

１２月

計

勤続

年数

２０年

２５年

３５年

最高限度額

(5) 特別職の報酬等（平成２７年４月１日現在）

市長

副市長 ６月期 １．４０月分

議長

１２月期

１．７０月分

副議長 計 ３．１０月分

議員

職務級による加算措置あり。

同

平成２６年度支給割合

期末手当

３６．５７月分

給料月額等

８８０，０００円

６７７，０００円

４１９，０００円

１．３７５月分

（平成２６年度）

２７．０２５月分

国は、定年前早期

退職の加算が

２％～４５％

５２．４４月分

２１．６２月分

支給率（H26.4.1現在）

勤勉手当

０．８２５月分

異

０．６７５月分

自己都合 定年・勧奨

２．６月分

５２．４４月分

５２．４４月分

定年前早期退職の場合は１年に

つき２％加算（２０％限度）

加算措置

報酬

給料

期末手当支給割合

３５９，０００円

３８３，０００円

区分

３０．８２月分

退職手当

１．５０月分

４３．７０月分

１．２２５月分

期末・勤勉手当

―



３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1) 勤務時間等の状況

(2) 休暇制度の概要

８週間以内に出産する予定である場合

生後満１年に達しない子を育てる場合

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況（平成２６年度）

出産した場合

休暇の種類

結婚休暇

産前休暇

産後休暇

職員の結婚に伴う行事等

組合休暇 許可を得て職員団体の業務に従事 年３０日以内（無給）

　分限処分とは、職員が充分に職責を果たすことができない場合に、公務能率を維持するた

めに行う処分をいい、また、懲戒処分とは、職員の義務違反に対して、公務における秩序を維

夏季における盆等の行事等 ７月から９月までの５日以内

特別

休暇

（主

なも

の）

介護休暇 配偶者等の介護を行う場合
６か月を超えない範囲（無給）

５日以内

１日～７日

妻の産前６週産後８週の期間で子を養育

中学校就学前の子の看護

要介護者の介護や世話をする場合

親族の死亡に伴う行事等

１日２回各々３０分

２日以内

５日以内

子１人につき５日以内

妻が出産する場合

忌引休暇

育児時間休暇

男性の育児参加休暇

子の看護休暇

夏季休暇

付与日数

年２０日を限度に付与

引き続き９０日以内の期間

付与要件

５日以内

８週前から出産の日まで

出産の翌日から８週間

妻の出産休暇

短期介護休暇

年次有給休暇

病気休暇 負傷又は疾病のため療養する場合

７時間４５分

職員の請求時

（一部施設除く）

正午～午後１時

土曜日・日曜日

午前８時３０分 午後５時１５分

終業時間 休憩時間始業時間 １日の勤務時間 週休日

(1) 分限処分

降任 免職 休職 降給

8

1

(注） １　同一の者が複数回にわたって分限処分を受けた場合は、その数を重複して計上している。

３　休職者の休職期間が延長された場合は、その都度計上している。

(2) 懲戒処分

戒告 減給 停職 免職

1

(注） １　同一の者が複数回にわたって懲戒処分を受けた場合は、その数を重複して計上している。

全体の奉仕者たるにふさわしくない非

行があった場合

0

0

1

処分事由 合計

法令に違反した場合

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

0

合計

0

8

0

勤務実績が良くない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

職制、定員の改廃、予算の減少により

廃職、過員を生じた場合

0

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

処分事由

0

２　二以上の処分事由により分限処分を受けた場合は、主たる処分事由に着目して記載している。

めに行う処分をいい、また、懲戒処分とは、職員の義務違反に対して、公務における秩序を維

持するために職員の責任を追及する処分をいう。

２　二以上の処分事由により懲戒処分を受けた場合は、主たる処分事由に着目して記載している。



５ 職員の服務の状況

①　法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

②　信用失墜行為の禁止

③　秘密を守る義務

④　職務に専念する義務

⑤　政治的行為の制限

⑥　争議行為等の禁止

⑦　営利企業等の従事制限

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況（平成２６年度）
(1) 研修

平成23年度～平成26年度入庁者

平成26年度採用者

種類 名称

新規採用職員前期研修

*1基礎研修

平成26年度採用者

41人

受講者数

9人

27人

9人

9人

対象者

平成22年度入庁者入庁5年目研修

11人平成17年度入庁者

新規採用職員後期研修

入庁5年目未満研修

入庁10年目研修

中堅職員研修

平成11年度～平成14年度入庁者で

主査以下の者

現に参事の職にある者

（保育所副所長を含む）

職員は、全体の奉仕者として守らなければならない義務が地方公務員法において次のように

定められています。

62人現任参事研修

（注）人事課が実施した研修の状況を記載しています。

*2特別研修 人事評価実務研修

平成26年度に係長に昇任した者

熊本県市町村職員ＩＴ人材育成支援事業派遣 10人

1人

6人

21人

0人

2人

新規採用時や昇任時などの機会を捉え、公務員として必要な職務にあ

たる上での基本的姿勢、知識、能力、また職員の自己改革意欲を基調と

した政策形成能力等の開発を目的に実施するもので受講該当者は必須

受講の研修です。

35人

*3派遣研修

自治大学校派遣

市町村職員中央研修所派遣

全国市町村国際文化研修所

熊本県市町村職員研修協議会研修派遣

NOMA行政管理講座派遣

*1基礎研修

評価者及び被評価者

新任係長研修

（保育所副所長を含む）

現任係長研修

現任課長研修

現に係長の職にある者

（上位職との兼務者を含む）

平成26年度に課長に昇任した者

現に課長の職にある者

62人

12人

67人

11人

22人

現任参事研修

新任課長研修



(2) 勤務成績の判定

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況
(1) 職員の健康診断の実施状況（平成２６年度）

(2) 公務災害等の発生状況（平成２６年度）

(3) 育児休業等の取得状況（平成２６年度）

(4) 利益の保護の状況（平成２６年度）

件数

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求 ０件

職員に対する不利益な処分についての不服申立て ０件

異なる環境での研修体験を通じ、高度な専門性や幅広い見識を身に付

けた職員の育成を図るため各種教育機関や研修機関等に派遣するもの

地方分権時代に必要な資質や能力を重点的に養成し、また特定の政策

課題についての理解や認識を深めることを目的に実施する研修です。

　成績評価、能力評価及び態度評価で構成する人事評価を平成24年度から実施中で

す。

*2特別研修

*3派遣研修

内容

女性職員

０人

９人

０人

１人

育児休業 部分休業

件数

０件

０件

健康相談・指導

男性職員

種類

公務災害

通勤災害

区分 実施状況

定期健康診断 人間ドック受診者以外の全職員

職員の保健に関すること。 産業医による保健指導等

安全衛生管理

衛生管理者の選任、衛生委員会の開催

内容

職員に対する不利益な処分についての不服申立て ０件


